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        平成 29 年第 13 回・西海市農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時 平成２９年１２月２５日（月） 

午後３時００分から午後５時００分 

２．開催場所 西海橋物産館 魚魚の宿 

３．委員定数 条例定数１９人 現委員１９人 

４．出席委員（１９人） 

会  長  １番 岩﨑信一郎 

会長代理  ２番  太田 尚臣                    

委  員  ３番 白石 幸憲  ４番 山﨑 友好  ５番 松﨑 常俊 

      ６番 志田 邦彦  ７番 岸本 六郎  ８番 知念 近海 

      ９番 高口 和子 １０番 大串 康明 １１番 岡 修治  

     １２番 松尾 均  １３番 福田 務  １４番 田中 初治 

     １５番 朝長 久夫 １６番 辻尾 政幸 １７番 山下 裕史 

     １８番 水嶋 政明 １９番 三枝 政人 

  推進委員（２０人） 

 

５．欠席委員（０人） 

       

６．議事日程 

第１ 議事録署名委員の指名 

第２ 議案第５８号 農地法第３条の規定による許可申請について 

   議案第５９号 農用地利用集積計画の決定について 

議案第６０号 農地中間管理事業利用配分計画（案）に関する 

意見について 

議案第６１号 非農地通知の対象とすることの決定について 

 

７．事務局 事務局長：中村正且  局長補佐：神浦真吾 主査：山口智貴 

 

８．会議の概要 

事務局   只今から平成２９年西海市農業委員会第１３回総会を開会いたしま

す。本日、全委員出席ですのでご報告いたします。 

      出席委員は在任委員１９名中１９名で、定足数に達しておりますの

で総会は成立しております。 

      それでは、西海市農業委員会会議規則により、議長は会長が務める

こととなっておりますので、議事の進行は会長にお願いいたします。 

  

議 長   これより議事に入ります。まず日程第１の議事録署名委員の指 

     名を行います。西海市農業委員会会議規則第２０条第２項に規定 
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     する議事録署名委員ですが、議長から指名させていただくことに 

     ご異議ありませんか。 

 

      《異議なしの声あり》 

 

議 長   今回の議事録署名委員は、１６番辻尾委員、１７番山下委員にお願

いいたします。 

 

議 長   それでは、審議に入りますが議事進行上、発言される際は挙手をし、

議長の許可を受けてから氏名を告げて発言をお願いします。 

それでは、議案第５８号「農地法第３条の規定による許可申請につ

いて」を議題といたします。 

まず 1 番について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局   議案第５８号「農地法第３条の規定による許可申請について」１番

を説明いたします。資料は２頁になります。西彼町小迎郷字西南風ノ

崎、の畑、計２筆・２，３８８㎡の申請となっています。申請地の地

番・面積・現況等の内容、譲り渡し人・譲り受け人に関する事項、譲

り受け人の農機具の保有状況については議案書記載のとおりです。申

請事由としまして基盤整備事業に伴い譲り渡し人から担い手への無償

譲渡の意向があり、調整の結果、譲り受け人に対し許可あり次第、贈

与による所有権の移転を行うものというものです。権利種別は所有権

移転「贈与」となっています。農地法第３条第２項の不許可事項の該

当非該当の区分ですが、第２号、第３号、第５号、第６号につきまし

てはすべて非該当となっています。関係資料は３頁から７頁までで、

３頁に位置図、４頁に付近状況図を添付しております。申請地は譲り

受け人の自宅から約２．０ｋｍのところに位置しており、所要時間は

車で約１２分です。５頁は字図で、黄色に塗られているところが申請

地です。６頁は現況写真、７頁は航空写真で、赤枠で囲まれた部分が

申請地です。権利移転後は、果樹園（みかん栽培）を行う予定とのこ

とです。農地法第３条第２項各号には該当しないことから許可要件の

すべて満たしていると考えます。 

事務局からの説明は以上です。 

 

議 長   それでは補足説明を地区担当推進委員お願いします。 

 

推進委員  本件は私の担当地区ではございませんが、当地区の基盤整備の関係

がありますので私から説明をいたします。まず基盤整備について説明

しますのでＡ３資料をお開きください。場所は小迎地区の西側に位置

しておりまして概ね１７ｈａの計画となっております。本件につきま
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しては、名義人も今回の計画が挙がるまで場所及び所在等について知

らなかったこと、この際担い手がいれば贈与したいという意向があり

協議が整ったということであります。譲り受け者は基盤整備に入植を

して営農していくということですのでよろしくご審議ください。 

 

議 長   ただ今議案第５８号の「１番」について説明がありました。 

これより質疑に入ります。 

皆さんから何かご意見等ございませんか。 

《なしの声あり》 

議 長   ないようでしたら、本案について許可することに賛成の方挙手願い

ます。 

       《全員挙手》 

 

議 長   「挙手多数」と認めます。 

よって、議案第５８号「農地法第３条の規定による許可申請につい

て」の「１番」については、申請どおり許可することに決定いたしま

す。 

 

議 長   次に議案第５８号の「２番」を議題といたします。 

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局   「２番」を説明いたします。資料は８頁になります。所在が西彼町

平山郷字下ユスノ川、の田、計１筆・１３９㎡の申請となっています。

申請地の地番・面積・現況等の内容、譲り渡し人・譲り受け人に関す

る事項、譲り受け人の農機具の保有状況については議案書記載のとお

りです。申請事由としまして譲渡人が相続により取得したが耕作でき

ないため、譲受人、譲渡人の要望もあり自作地に近く耕作に便利なた

めとなっています。許可あり次第、売買による所有権の移転を行うも

のというものです。権利種別は所有権移転「売買」となっています。 

農地法第３条第２項の不許可事項の該当非該当の区分ですが、第２

号、第３号、第５号、第６号につきましてはすべて非該当となってい

ます。関係資料は９頁から１３頁までで、９頁に位置図、１０頁に付

近状況図を添付しております。申請地は譲り受け人の自宅から、約３

５ｋｍのところに位置しており、通いで耕作するとのことですが、申

請地の東側１３０ｍのところに申請人の実家がある状況です。１１頁

は字図で、黄色に塗られているところが申請地です。１２頁は現況写

真、１３頁は航空写真で、赤枠で囲まれた部分が申請地です。権利移

転後は、季節野菜を栽培し、畑として利用するとのことです。農地法

第３条第２項各号には該当しないことから許可要件のすべて満たして

いると考えます。事務局からの説明は以上です。 
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議 長   それでは補足説明を担当委員お願いします。 

 

１１番   先日、地区担当推進委員と現地確認してまいりました。双方は親戚

関係にあり、譲り受け人の実家も近傍にあり協議が整ったとのことで

した。よろしくご審議ください。 

 

議 長   ただ今、議案第５８号の２番について説明がありました。 

これより質疑に入ります。 

皆さんから何かご意見等ございませんか。 

《なしの声あり》 

 

議 長   ないようでしたら、本案について許可することに賛成の方挙手願い

ます。 

       《全員挙手》 

 

議 長   「挙手多数」と認めます。 

よって、議案第５８号「農地法第３条の規定による許可申請につい 

て」の２番については申請どおり許可することに決定いたします。 

 

議 長   次に議案第５８号の「３番」を議題といたします。 

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局   「３番」を説明いたします。資料は１４頁になります。所在が西海

町面高郷字松ノ木、の田、計１筆・１，１２９㎡の申請となっていま

す。申請地の地番・面積・現況等の内容、譲り渡し人・譲り受け人に

関する事項、譲り受け人の農機具の保有状況については議案書記載の

とおりです。申請事由としまして３０年来譲受人が耕作してきた土地

で譲り渡し人の要望により、贈与する、許可後に所有権移転（贈与）

による名義変更をおこなうものというものです。権利種別は所有権移

転「贈与」となっています。農地法第３条第２項の不許可事項の該当

非該当の区分ですが、第２号、第３号、第５号、第６号につきまして

はすべて非該当となっています。関係資料は１５頁から１９頁までで、

１５頁に位置図、１6 頁に付近状況図を添付しております。申請人の

自宅から約１．２ｋｍのところに申請地があり、車で６分くらいの状

況です。１７頁は字図で、黄色に塗られているところが申請地です。

１８頁は現況写真、１９頁は航空写真で、赤枠で囲まれた部分が申請

地です。権利移転後も引き続き果水稲を栽培するとのことです。農地

法第３条第２項各号には該当しないことから許可要件のすべて満たし

ていると考えます。事務局からの説明は以上です。 

 



 - 5 - 

議 長   補足説明を担当委員お願いします。 

 

１３番   先日、地区担当推進委員と現地を確認してまいりました。基盤整備

された水田の一画でありまして状況も良く、また、譲り受け人は地元

でも熱心で広く農業経営をされている方で特段問題はないと判断いた

しますのでよろしくご審議ください。 

 

議 長   ただ今、議案第５８号の「３番」について説明がありました。 

これより質疑に入ります。 

皆さんから何かご意見等ございませんか。 

       《なしの声あり》 

 

議 長   ないようでしたら、本案について許可することに賛成の方の挙手を

求めます。 

       《全員挙手》 

 

議 長   「挙手多数」と認めます。 

よって、議案第５８号「農地法第３条の規定による許可申請につい

て」の３番については申請どおり許可することに決定いたします。 

 

議 長   次に議案第５９号「農用地利用集積計画の決定について」を議題と

いたします。 

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局   議案第５９号「農用地利用集積計画の決定について」農用地利用集

積計画について、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定によ

る決定を市長より求められたので、その可否について提案する。とな

っています。 

２１頁は農地利用集積計画集計表です。使用貸借・賃貸借権設定、

計６筆・４，５４５㎡と「合意解約」、計３筆・５，５８１㎡、「使用

貸借権・賃貸借権設定」（県公社借入分）、計１４筆・１３，６１４㎡

が計上されています。 

２２頁は個人間の賃貸借「５年」のもの田４筆・２，３３７㎡の詳

細と賃貸借「２１年」のもの、畑１筆・１，７０８㎡の詳細と賃貸借

「２０年」のもの、畑１筆・５００㎡の詳細なっています。 

２３頁は合意解約分の３件・３筆、５，５８１㎡の詳細となってい

ます。農地中間管理事業へ移行するため合意解約するものです。 

２４頁は県公社借入、使用賃貸「１０年」のもの２筆の詳細、賃貸

借「１０年」のもの４筆の詳細、賃貸借「５年」のもの８筆の詳細と

なっています。１番から４番については市内の新規就農の担い手が取
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り組む農地中間管理事業分で賃貸借・使用貸借の「１０年」のものと

なっています、５番は市外の法人が取り組む農地中間管理事業分で賃

貸借「１０年」のものとなっています。６番から１３番は市外の「新

規就農者」が取り組む農地中間管理事業分で賃貸借「５年」のものと

なっております。１４番は市内の担い手が取り組む農地中間管理事業

分で使用貸借「１０年」のものとなっており、計６件の関係者・１４

筆・１３，６１４㎡の利用集積となっており、各筆の地番・面積･賃貸

借等の詳細につきましては、議案書を参照ください。２５・２６頁に

借り手の農業経営状況を添付しています。農業経営基盤強化法第１８

条第３項の用件を満たしていると考えます。事務局からの説明は以上

です。 

 

 

議 長   補足説明を担当委員お願いします。 

 

５番    先日、借り受け者と現地を確認しました。５年間の設定ですが、農

外で勤務しながら頑張っておりますのでご審議方よろしくお願いしま

す。 

 

５番    次の案件ですが、以前から私の近所で野菜を耕作されている方で、

事務局のほうから打診があり、現在借りている農地の近傍で適地がな

いかということから、それぞれの地権者に話をさせて頂いたというこ

とです。いずれも荒廃するよりはということから今回の利用権設定と

なりました。よろしくお願いします。 

 

議 長   ただ今、議案第５９号の「１番」「２番」について説明がありました。 

これより質疑に入ります。 

皆さんから何かご意見等ございませんか。 

 《なしの声あり》 

 

議 長   私からいいですか。「２番」の方は地元では耕作されていないのでし

ょうか。 

 

５番    現在は琴海の方にハウス栽培をされているそうで、将来的には太田

和地区に借りれる農地があれば移したいという意向があるようでした。 

 

議 長   ないようでしたら、議案第５９号「農用地利用集積計画」について

決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

       《全員挙手》 
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議 長   「挙手多数」と認めます。 

よって、議案第５９号「農用地利用集積計画の決定について」は原

案どおり決定いたします。 

 

議 長   次に議案第６０号「農地中間管理事業における農地利用配分計画 

（案）に関する意見について」を議題といたしますが、議事参与の制 

限により私が退席いたしますので、ここからの進行は代理にお願いし 

ます。 

 

会長代理  事務局より説明をお願いします。 

 

事務局   議案第６０号「農地中間管理事業における農用地利用配分計画に関

する意見について」農用地利用配分計画(案)について、農地中間管理

事業の推進に関する法律第１９条の３の規定により、意見を求められ

たので、判断を求める。となっています。資料は２８頁から３３頁で

す。先ほど２４頁で出ました県公社の借り入れ分の土地・１４筆がそ

のままここに計上されています。今回は全１４筆に対して、県農業振

興公社から「４者」に対し、使用貸借「１０年」のもの、賃貸借「１

０年」のもの、賃貸借「５年」のもの、計４者・１４筆・１３，６１

４㎡の集積となっています。１番から４番については市内の新規就農

の担い手が取り組む農地中間管理事業分で賃貸借・使用貸借の「１０

年」のもの４者分・４筆の利用集積となっています、５番は市外の法

人が取り組む農地中間管理事業分で賃貸借「１０年」のもの１者・１

筆の利用集積となっています。６番から１３番は市外の「新規就農者」

が取り組む農地中間管理事業分で賃貸借「５年」のもの１者・８筆の

利用集積となっております。（９月総会において３筆・５，０８９㎡の

利用集積を行い、今回８筆・５，５７６㎡を申請、計１１筆、１０，

６６５㎡の利用集積となります）１４番は市内の担い手が取り組む農

地中間管理事業分で使用貸借「１０年」のもの１者・１筆の利用集積

となっており、計６件の関係者、１４筆、１３，６１４㎡の利用集積

となっております。２９頁から３３頁にそれぞれの借り手・４者分の

経営状況を添付しています。 

各筆の地番・面積･賃貸借等の詳細につきましては、議案書を参照く

ださい。農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条の３において

特に問題はないものと判断します。事務局からの説明は以上です。 

 

議 長   それでは補足説明を担当委員お願いします。 

 

５番    １番～４番については経営移譲に関するところですが、熱心に頑張

っておりますのでよろしくお願いします。 
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５番    ５番については昨年上がっていたところの隣接地にオリーブを栽培

するということでした。荒廃農地の解消にも繋がると思いますのでよ

ろしくお願いします。 

 

１９番   前々回も申請されております。経営規模拡大を目指しておられ、有

機栽培、無農薬栽培に関心があり、意欲もある方ですのでよろしくお

願いします。 

 

９番    いずれも熱心に取り組んでおりますので何ら問題はないと思います。

よろしくお願いします。 

 

議 長   ただ今、議案第６０号について説明がありました。 

これより質疑に入ります。何かご意見等ございませんか。 

 

１１番   無農薬栽培に取り組むということですが、近隣の農地等への影響は

ないでしょうか。 

 

１９番   隣接農地の方へ伺うと、心配はあるとのことでした。ただ、申請者

としては無農薬栽培等に取り組むことで前向きに頑張っておられます

ので、よろしくお願いします。 

 

議 長   今後の事については農業委員としてもご指導等についてよろしくお

願いします。 

 

議 長   ほかにないようでしたら、本案について原案どおり決定することに

賛成の方の挙手を求めます。 

       《全員挙手》 

 

議 長   「挙手多数」と認めます。 

よって、議案第６０号「農地中間管理事業における農地利用配分計 

画（案）に関する意見について」につきましては、原案どおり配分 

することで「意見なし」といたします。 

 

議 長   次に議案第６１号「非農地通知の対象とすることの決定について」

を議題といたします。                     

 １番から６番までについて事務局より説明をお願いします。 

 

事務局   議案第６１号「非農地通知の対象とすることの決定について」説明

をいたします。今回は５件、２９筆、３１，５１７㎡について、審議

を頂きたいと思います。ここで資料の修正をお願いします。３４頁の
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７番から１１番の土地の所在で字の名称を「口ノ問」（クチノトイ）と

表記していますが「口ノ間」（クチノマ）の誤りでした。修正をお願い

します。今回、申請者の方は５件の方となります。住所や所有者の詳

細につきましては議案書に記載したとおりです。 

説明に入ります。１件目は１番から６番の６筆となり、資料は３６

頁から４６頁です。所有者は大瀬戸町西濱郷の方です。３６頁に位置

図、３７頁に付近近況図、３８から４０頁に字図、４１から４３頁に

対象地の現況写真、４４から４６頁に航空写真を添付しています。そ

れぞれの資料で、黄色に塗った部分・赤枠で囲んだ部分が申請地とな

っています。現場のほうですが、雑木等が茂り原野化・山林化してお

り、現場を見る限りでは特に支障はないという判断をいたしました。

対象地は農業者年金、贈与税、不動産取得税関係について聞取りと事

務局で確認できる範囲において影響がない見込みです。 

 

議 長   それでは補足説明を担当委員お願いします。 

 

７番    所有者は地元には住んでおられません。長崎在住の家族の方に連絡

を取ることができました。祖父の代に農業をしていて祖父がなくなっ

て依頼６０年くらい農地としては活用されていないとのことでした。

現地も農地として復元する事は困難と判断いたしましたのでよろしく

お願いします。 

 

議 長   ただ今、議案第６１号の１番から６番について説明がありました。 

皆さんから何か質疑等ございませんか。 

《なしの声あり》 

 

議 長   ないようでしたら、本案について決定することに賛成の方の挙手を

求めます。 

       《全員挙手》 

 

議 長   「挙手多数」と認めます。 

よって、議案第６１号「非農地通知の対象とすることの決定につい 

て」の１番から６番について非農地通知の対象とすることに決定い 

たします。 

 

議 長   次に７番から２４番までについて事務局より説明をお願いします。 

 

事務局   ２件目は７番から２４番の１８筆となり、資料は４７頁から７７頁

です。所有者は大村市宮小路三丁目の方で西海町天久保郷に縁のある

方です。４７頁に位置図、４８から５０頁に付近近況図、５１から５
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９頁に字図、６０から７１頁に対象地の現況写真、７２から７７頁に

航空写真を添付しています。それぞれの資料で、黄色に塗った部分・

赤枠で囲んだ部分が申請地となっています。現場のほうですが、雑木

等が茂り原野化・山林化しており、現場を見る限りでは特に支障はな

いという判断をいたしました。 

対象地は農業者年金、贈与税、不動産取得税関係について聞取りと

事務局で確認できる範囲において影響がない見込みです。 

 

議 長   それでは補足説明を担当委員お願いします。 

 

１３番   申出者の配偶者が地元出身ですが、現在は誰も残っておりません。

実家は借家としております。家族の方が農地の処分について協議をし、

その意向が以前からありましたが地元では借り受け者が見つからずそ

のままとなっておりました。今回、現状が荒廃農地ということもあり

非農地の申し出があったということでした。確かに農地として復元す

るには困難な状態であり非農地通知の対象として問題はないと思われ

ますが、地元としては今後の成り行きに若干心配があるという声もあ

りました。よろしくご審議ください。 

 

議 長   ただ今、議案第６１号の７番から２４番について説明がありました。 

皆さんから何か質疑等ございませんか。 

 

１３番   仮に地目変更後に譲渡されるとした場合、事業等に影響があるので

はないかという懸念の声はありました。ただ分散されていること、現

状が山林化していることを考えるとそれも厳しいのではないかと思い

ますが。 

 

１７番   非農地の判断ということですので、その先のことについては当事者

同士の問題ではないかと思います。現状で判断するに農業委員会とし

ては申し出に対して判断をしないということにはならないのではない

でしょうか。 

 

１１番   現地を見ていないので判断に困る箇所もありますが。 

 

１３番   写真は撮影時期が古いですが、実際はすべて原野化しています。 

 

議 長   将来、基盤整備等の事業への影響等について心配な気持ちも分かり

ますが、事務局の意見はどうですか。 

 

事務局   あくまで農地として復元が可能かどうか、守るべき農地であるかど



 - 11 - 

うかというところで判断いただければと思います。 

 

議 長   ほかにないようでしたら、本案について決定することに賛成の方の

挙手を求めます。 

       《挙手多数》 

 

議 長   「挙手多数」と認めます。 

よって、議案第６１号「非農地通知の対象とすることの決定につい 

て」の７番から２４番について非農地通知の対象とすることに決定い 

たします。 

 

議 長   次に２５番について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局   ３件目は２５番の１筆となり、資料は７８頁から８２頁です。所有

者は西海町中浦北郷の方です。７８頁に位置図、７９頁に付近近況図、

８０頁に字図、８１頁に対象地の現況写真、８２頁に航空写真を添付

しています。それぞれの資料で、黄色に塗った部分・赤枠で囲んだ部

分が申請地となっています。現場のほうですが、雑木等が茂り原野化

しており、現場を見る限りでは特に支障はないという判断をいたしま

した。対象地は農業者年金、贈与税、不動産取得税関係について聞取

りと事務局で確認できる範囲において影響がない見込みです。 

 

議 長   それでは補足説明を担当委員お願いします。 

 

推進委員  本人と面会しました。農地として活用するため何度か手を入れたが

思うに任せず現在の状態となったとのことでした。状態が悪く農地と

して復元するのは困難であろうと判断します。よろしくお願いします。 

 

議 長   ただ今、議案第６１号の２５番について説明がありました。 

皆さんから何か質疑等ございませんか。 

《なしの声あり》 

 

議 長   ないようでしたら、本案について決定することに異議ない方の挙手

を求めます。 

       《全員挙手》 

 

議 長   「挙手多数」と認めます。 

よって、議案第６１号「非農地通知の対象とすることの決定につい 

て」の２５番について非農地通知の対象とすることに決定いたします。 
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議 長   次に２６番から２８番について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局   ４件目は２６番から２８番の３筆となり、資料は８３頁から８７頁

です。所有者は西海町木場郷の方です。８３頁に位置図、８４頁に付

近近況図、８５頁に字図、８６頁に対象地の現況写真、８７頁に航空

写真を添付しています。それぞれの資料で、黄色に塗った部分・赤枠

で囲んだ部分が申請地となっています。現場のほうですが、雑木等が

茂り原野化・山林化しており、現場を見る限りでは特に支障はないと

いう判断をいたしました。対象地は農業者年金、贈与税、不動産取得

税関係について聞取りと事務局で確認できる範囲において影響がない

見込みです。 

 

議 長   それでは補足説明を担当委員お願いします。 

 

５番    申し出者と立会いのもと確認しました。いずれも原野化しており復

元は不可能と判断しましたのでよろしくお願いします。 

 

議 長   ただ今、議案第６１号の２６番から２８番について説明がありまし 

た。 

皆さんから何か質疑等ございませんか。 

《なしの声あり》 

 

議 長   ないようでしたら、本案について決定することに賛成の方の挙手を

求めます。 

       《全員挙手》 

 

議 長   「挙手多数」と認めます。 

よって、議案第６１号「非農地通知の対象とすることの決定につい 

て」の２６番から２８番について非農地通知の対象とすることに決定 

いたします。 

 

議 長   次に２９番について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局   ５件目は２９番の１筆となり、資料は８８頁から９２頁です。所有

者は諫早市小ケ倉の方で大瀬戸町雪浦久良木郷出身の方です。８８頁

に位置図、８９頁に付近近況図、９０頁に字図、９１頁に対象地の現

況写真、９２頁に航空写真を添付しています。それぞれの資料で、黄

色に塗った部分・赤枠で囲んだ部分が申請地となっています。現場の

ほうですが、雑木等が茂り原野化しており、現場を見る限りでは特に

支障はないという判断をいたしました。対象地は農業者年金、贈与税、
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不動産取得税関係について聞取りと事務局で確認できる範囲において

影響がない見込みです。 

 

議 長   それでは補足説明を担当委員お願いします。 

 

３番    申し出者は以前畜産を営んでおられましたが、不況等の影響もあり

やめたという経過があります。豚舎の跡地はそうでもないですが申し

出の農地は原野化しており非農地としてやむを得ないと判断して見て

きました。よろしくご審議ください 

 

議 長   ただ今、議案第６１号の２９番について説明がありました。 

皆さんから何か質疑等ございませんか。 

 

６番    畜産をされていた跡地ということですが、畜産団地の事業の計画が

あるかどうか分かりますか。 

 

事務局   畜産団地の計画の有無については確認しておりません。 

 

２番    畜産団地は豚の計画は入っていないと思います。また、大瀬戸町は

水資源条例等の関係で規制がかかっていると記憶しておりますので多

分入っていないと思います。 

 

議 長   ほかにありませんか。 

ないようでしたら、本案について決定することに賛成の方の挙手を

求めます。 

       《挙手多数》 

 

議 長   「挙手多数」と認めます。 

よって、議案第６１号「非農地通知の対象とすることの決定につい 

て」の２９番について非農地通知の対象とすることに決定いたします。 

 

議 長   以上をもちまして本日の議案審議は全て終了いたしました。 

      皆さんのほうから何かありませんか。 

 

議 長   ないようでしたら次回の総会日程を決定したいと思います。 
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       次回総会は 

 

日時 平成３０年１月２５日(木) 午後１時００分から 

場所 大瀬戸コミュニティセンター ３階会議室 

 

これをもちまして西海市農業委員会第１３回総会を閉会いたしま

す。お様でした。 
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平成２９年１２月２５日 

 

                  農業委員会会長           

 

                  議事録署名人            

 

                  議事録署名人            


